
別表２

補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準

承認条件 返還額 備考

　返還（ただし、備考欄の場合
は補助金返還は不要とし、当
該財産の状況を報告するこ
と。）

　目的外使用部分に対する残
存簿価又は時価評価額のい
ずれか高い金額に補助率を
乗じた金額を返還する。

　本来の補助目的の遂行に
支障を及ぼさない範囲内で、
かつ、補助対象財産の遊休
期間内に一時使用する場合
は、返還を要しない。

　道路拡
張等によ
り取り壊
す場合

　返還 　財産処分により生じる収益
（損失補償金を含む。）に補助
率を乗じた金額を返還する。

　自己の責に帰さない事情等
やむを得ないものに限る。

　上記以
外の場合

　返還 　残存簿価又は時価評価額
のいずれか高い金額に補助
率を乗じた金額を返還する。

　返還 　譲渡契約額、残存簿価又は
時価評価額のうち最も高い金
額に補助率を乗じた金額を返
還する。

　返還（ただし、備考欄の場合
は補助金返還は不要とし、当
該財産の状況を報告するこ
と。）

　残存簿価又は時価評価額
のいずれか高い金額に補助
率を乗じた金額を返還する。

　処分制限期間の残期間内、
補助条件を承継する場合は、
返還を要しない。

　補助対象財産の処分益を
新規購入費に充当し、かつ、
旧財産の処分制限期間の残
期間内、新財産が補助条件
を承継すること。

　新規購入するものは、当初
の補助対象財産の要件を備
えているものに限る。

　交換差益額を返還 　交換差益額に補助率を乗じ
た金額を返還する。

　原則、交換により差損が生
じない場合に限る。

　収益について返還、かつ、
本来の補助目的の遂行に影
響を及ぼさないこと。

　貸付けにより生じる収益（貸
付けによる収入から管理費そ
の他の貸付けに要する費用
を差し引いた額）に補助率を
乗じた金額を返還する。

　本来の補助目的の遂行に
影響を及ぼさないこと。

　返還 　残存簿価又は時価評価額
のいずれか高い金額に補助
率を乗じた金額を返還する。

　担保 　本来の補助目的の遂行に
影響を及ぼさないこと。

　返還 　残存簿価又は時価評価額
のいずれか高い金額に補助
率を乗じた金額を返還する。

　返還 　残存簿価又は時価評価額
のいずれか高い金額に補助
率を乗じた金額を返還する。

注）補助率と確定補助率が異なる場合は、確定補助率の数値を用いること。

注）国・県補助等間接補助による場合は、当該補助基準によること。

区分

　目的外
使用

　補助事業を中止し
ない場合

　補助事
業を中止
する場合

　譲渡 　有償

　無償

　上記以外の場合

　補助残融資又は
補助目的の遂行上
必要な融資を受け
る場合

　上記以外の場合

　取壊し、廃棄

　交換 　下取り交換の場
合

　下取り交換以外
の場合

　貸付け 　有償（遊休期間内
の一時貸付け）

　無償（遊休期間内
の一時貸付け）


